
 

物品売払契約に係る入札心得 

 

（目的） 

第１条 この心得は、物品購入契約について、大津市企業局（以下「局」という。）が行う

競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）が守らなければならない

事項を定めるものとする。 

（入札の基本事項） 

第２条 入札参加者は、仕様書、設計書及び図面（以下「設計図書」という。）その他契約

締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。この場合において設計図書

等について疑義があるときは、説明を求めることができる。 

（入札の辞退） 

第３条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することがで

きる。 

２ 入札参加者が入札を辞退するときは、次に掲げる方法により申し出るものとする。 

（１） 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参し、又は郵送（入札日の前日まで

に到着するものに限る。）して行うこと。 

（２） 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を執行する者に

直接提出して行うこと。 

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いをうけ

るものではない。 

（公正な入札の確保） 

第４条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

（入札） 

第５条 入札参加者は、入札書を作成し、封筒に入れ、品名等を表書きすること。 

２ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状を提出しなければならない。 

３ 入札参加者は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当する者を代理人とすることはできない。 

４ 入札参加者又は代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理人をすることはで

きない。 

（入札書の書換え等の禁止） 

第６条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

（入札の中止等） 

第７条 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執

行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入

札の執行を延期し、若しくは取り止めるものとする。 

２ 開札前において、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を



 

延期し、又は取り止めるものとする。 

（開札） 

第８条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において行う。 

（入札の無効） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（１） 入札参加資格のない者がした入札 

（２） 入札金額を訂正した入札 

（３） 入札に際し不正の行為があったとき 

（４） 入札の金額、氏名、印影または必要な文字が不明なとき 

（５） その他入札に関する条件に違反したとき 

（落札者の決定） 

第１０条 予定価格以上で最高の価格をもって入札した者を落札者とする。 

（再度入札） 

第１１条 開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに再度入札

を行う。ただし、再度入札は２回とする。 

２ 最高入札価格発表後、発表額以下の入札者は失格とし、再度入札に参加することがで

きない。 

（同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定） 

第１２条 落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入

札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 

２ 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、こ

れに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 

（入札結果の通知） 

第１３条 開札をした場合において、落札者が決定したときは、その旨口頭をもって知ら

せる。 

（落札の取消し等） 

第１４条 次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。 

（１） 落札者が次条に定める期間内に契約を締結しないとき。 

（２） 入札者又は落札者が不正の入札をしたと認めたとき。 

（３） 落札者が入札資格に欠け、又は欠けたことを発見したとき。 

（４） 落札者が自己の責めに帰すべき理由によって既に締結した他の契約を解除された

とき。 

２ 前項に定める場合のほか、落札決定後特別の理由によって契約の締結ができないとき

は、落札を取り消すことができる。 

（契約の締結） 

第１５条 落札者は、落札の決定があった日から起算して７日以内に契約を締結しなけれ

ばならない。ただし、公営企業管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、その

期間を延長することができる。 



 

（契約の確定） 

第１６条 契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに確定

する。 

（異議の申立て） 

第１７条 入札した者は、入札後、この心得書、設計図書等についての不明を理由として

異議を申し立てることはできない。 

 

  

 

 


